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☆生成AIの著作権侵害をめぐる海外裁判例の整理と実務への示唆 ⑴

第１　はじめに

生成AIの進化に伴い、既存の著作物と類似する出
力や、特定の表現を逐語的に再現する出力が一定程
度確認されるようになっている。もっとも、日本に
おける生成AIに関する裁判例の蓄積はなお乏しい状
況であることに加え、生成AIを開発・利用する場合

には、海外の生成AIサービスを利用する場合も、生
成AIを利用したサービスを海外に向けて提供する場
合も少なくない。そのため、海外裁判例の動向を踏
まえた対応を行うことが著作権侵害リスクの観点か
らは有用であろう。

本稿は、2024年から2025年に相次いで判断が示さ
れた海外の主要裁判例を素材として、各判決におけ
る判断枠組みと判断を概観し、生成AIを開発・利用
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